
 

 

こども・若者参画及び意見反映専門委員会を踏まえた修文案 

（９月４日第８回基本政策部会資料１からの修文案） 

 

第２ こども施策に関する基本的な方針 

 

（２）こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、意見を聴き、対話しながら、ともに考

えていく 

＜第２段落＞ 

こども・若者が意見を表明し、社会に参画できるようになるためには、意見を持つこと

ができるようになることが前提であり、意見形成への支援を進め、意見を表明しやすい環

境づくりを行う。 

 

＜第３段落＞ 

虐待、いじめ、不登校、障害・医療的ケア児、非行、経済的困窮などを始めとする困難

な状況に置かれたこども・若者、ヤングケアラー、社会的養護経験者（いわゆるケアリー

バー）など、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢の

こども、意見を表明することへの意欲や関心が必ずしも高くないこども・若者がいること

を認識し、全てのこども・若者の意見や、言葉だけでなく様々な形で発する思いや願いに

ついてくみ取るための十分な配慮を行う。 

 

第４ こども施策を推進するために必要な事項 

 

１ こども・若者の社会参画・意見反映 

＜第７段落＞ 

こどもや若者と対話し、その意見を受け止め、施策に反映させ、どのように施策に反映

されたかをフィードバックし、社会全体に広く発信することにより、施策の質を向上させ

るとともに、こどもや若者の更なる意見表明に繋がるような好循環を創出しなければなら

ない。また、こどもや若者の主体的な社会参画を社会全体で後押しすることが必要であ

る。その際、おとなの経験や考えを一方的に押し付けることなく、こども・若者と対等な

目線でその意見を真摯に聴いて尊重するおとなの姿勢が重要である。 

 

＜第９段落＞ 

幼い頃から積み重ねられた主体的な自己決定あるいは意見表明の経験は、青年期から成

人期に至る若者の意見表明や主体的な社会参画につながっていくという視点を持つことが

重要である。乳幼児期からおとなになるまでの全ての発達の段階の中で、こどもや若者の

社会参画と意見表明を促していくことが肝要である。その際、全てのこどもや若者につい

て、意見形成や意見表明の機会が確保されるよう、留意する。 
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（１）国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進 

＜第３段落＞ 

各府省庁の各種審議会、懇談会等の委員に、こどもや若者を一定割合以上登用するよう

取り組む。各種審議会、懇談会等におけるこども・若者委員割合を「見える化」する。 

 

（２）地方自治体等における取組促進 

＜第２段落＞ 

こどもに関わるルール等の制定や見直しの過程にこども自身が関与することは、こども

の意見表明権を保障し、当事者の視点からルールを見直し改善する契機になるとともに、

身近な課題を自分たちで解決する経験となるなど、教育的な意義もあることから、学校や

教育委員会等の先導的な取組事例について周知する。 

 

（３）社会参画や意見表明の機会の充実 

＜第１段落＞ 

 あらゆるこどもや若者にとって社会参画や意見表明の機会や場が必ずしも十分ではない

現状を踏まえ、こども・若者が、家庭や学校、地域などにおいて、意見を形成し、日常的

に意見を言い合える機会や、権利の主体として尊重され、意見が聴かれ、その意見が尊重

される機会を、乳幼児のころから学童期・思春期・青年期に至るまで持つことができるよ

う、こどもや若者が自由に意見を表明しやすい環境整備や機運の醸成に取組む。また、保

護者や教職員、幼児教育や保育に携わる者などこどもや若者の健やかな育ちに関わるおと

なのほか、広く社会に対しても、こども・若者の意見を表明する権利について周知啓発す

る。 

 

（４）多様な声を施策に反映させる工夫 

虐待、いじめ、不登校、障害・医療的ケア児、非行、経済的困窮などを始め、困難な状

況に置かれたこども・若者、ヤングケアラー、社会的養護経験者など、様々な状況にあっ

て声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明することへ

の意欲や関心が必ずしも高くないこども・若者がいることを認識し、全てのこどもや若者

が安心して意見を表明し、その意見が施策に反映されるよう、意見聴取に係る多様な手法

を検討するとともに、十分な配慮や工夫をする。 

 

（５）社会参画・意見反映を支える人材の育成 

こどもや若者が意見を言いやすい環境をつくるため、安心・安全な場をつくり意見を言

いやすくなるように引き出すファシリテーターを積極的に活用できるようにするなど、人

材確保や養成等のための取組を行う。 

  

（６）若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備 

＜第２段落＞ 



 

 

地域におけるこどもの意見反映・社会参画の拠点として、児童館、こども会、こども食

堂や学習支援の場など地域にある多様な居場所、公民館や図書館などの社会教育施設、こ

どもの意見表明支援やこどもの社会参画機会の提供を行う民間団体との連携を強化する。 

 


